
★ 

申
告
会
場
と
受
付
時
間

　
申
告
会
場
は「
長
和
町
役
場
」

で
す（
各
支
所
及
び
公
民
館
で
の
申
告

相
談
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
）。

　
地
区
割
り
振
り
日
程
と
受
付
時
間

は
、３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。割
り
振

り
日
に
都
合
が
つ
か
な
い
方
は
、都
合
の

よ
い
日
に
申
告
が
可
能
で
す
。ま
た
、今

年
度
よ
り
最
後
の
２
日
間
を
各
地
区
の

予
備
日
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

     ①②③④⑤⑥

⑦⑧⑨

 

▼ 

町
民
税
・
県
民
税
の

　
　
　
　
　
　

 

申
告
が
必
要
な
方

営
業
等
、農
業
、不
動
産（
太
陽
光
発
電

や
駐
車
場
な
ど
で
土
地
を
貸
し
て
い
る

場
合
な
ど
）、配
当
、雑
所
得
、一
時
所
得
、

譲
渡
所
得
な
ど
の
収
入
が
あ
る
方

給
与
所
得
者
で
、勤
務
先
か
ら
長
和
町

役
場
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

な
い
方

給
与
所
得
者
で
、２
か
所
以
上
か
ら
給

与
の
支
払
を
受
け
た
方

給
与
と
給
与
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た
方

年
の
途
中
で
就
職
ま
た
は
退
職
し
た
方

で
、年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方

扶
養
に
な
っ
て
い
る
が
、扶
養
し
て
い
る
方

と
同
一世
帯
で
な
い
方

● 申告書送付先
　〒386-0603
　古町4247番地１
　長和町役場 住民生活課 税務係
　　☎75-2063

申
告

町
民
税
・
県
民
税
の

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
と
は

　町
民
税
・
県
民
税
は
、
個
人
か
ら
の
申
告
に
基
づ
き
役
場
で
税
額
を
計
算
し
、
納
税
義
務
が
発
生
し
た
方
に
税

額
等
を
通
知
し
て
納
め
て
い
た
だ
く
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
適
切
な
課
税
を
行
う
た
め
に
、
町
民
税
・
県
民
税

の
申
告
書
（
今
月
号
の
広
報
と
併
せ
て
配
布
）
を
提
出
ま
た
は
郵
送
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

★ 

申
告
期
間

２
月
17
日
（
月
）
〜 

３
月
17
日
（
月
）

　
　※

 

土
・
日
・
祝
日
を
除
き
ま
す
。

★ 

申
告
対
象
者

　
収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、令
和

７
年
１
月
１
日
現
在
で
、長
和
町
に
住
民

登
録
の
あ
る
全
て
の
方
が
対
象
で
す
。前

年
中（
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
）の
所

得
に
つい
て
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

町
民
税・県
民
税
の
申
告
は
、収
入
が
無

い
方
も
申
告
を
さ
れ
な
い
と「
所
得
が
無

い
」こ
と
が
把
握
で
き
ず
、国
民
健
康
保

険
税
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介

護
保
険
料
な
ど
の
軽
減
対
象
か
ら
外
れ

た
り
、所
得
証
明
書
等
の
発
行
が
出
来

な
い
こ
と
が
あ
り
、各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス

も
適
切
に
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。必
ず
町
民
税・県
民
税
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

障
害
者
・
寡
婦
、ひ
と
り
親
、未
成
年
者

の
方
で
、前
年
の
所
得
が
１
３
５
万
円
以

下
の
方

（
町
民
税・県
民
税
が
非
課
税
と
な
り
ま

す
の
で
、必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

や
、国
民
健
康
保
険
加
入
者
及
び
そ
の

世
帯
主
の
方

（
申
告
が
無
い
と
、保
険
料
の
算
定
や

軽
減
措
置
の
判
定
な
ど
が
で
き
ま
せ

ん
。）

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
加
入
者
及
び
そ

の
世
帯
員
の
方

（
申
告
が
無
い
と
、保
険
料
の
算
定
や

軽
減
措
置
の
判
定
な
ど
が
で
き
ま
せ

ん
。）
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町民税・県民税の申告に関するお問い合わせ先
長和町役場　住民生活課　税務係
☎７５－２０６３
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NAGAWA

▼ 

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を

　 
　
　
　
し
な
く
て
も
い
い
方

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
方

１
か
所
か
ら
の
給
与
所
得
の
み
で
、他

に
所
得
が
な
く
勤
務
先
で
年
末
調
整

が
行
わ
れ
て
お
り
、長
和
町
役
場
へ

給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
方

公
的
年
金
等
の
所
得
の
み
で
、他
に

所
得
が
な
く
、次
に
該
当
す
る
方

　
65
歳
未
満
の
方
で
、公
的
年
金
等

　
収
入
が
98
万
円
以
下

　
65
歳
以
上
の
方
で
、公
的
年
金
等

　
収
入
が
１
４
８
万
円
以
下

　
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
の
み
の
収

　
入
の
方
は
課
税
さ
れ
る
収
入
は
ゼ

　
ロ
と
い
う
申
告
が
必
要
で
す
。

令
和
６
年
中
は
所
得
が
無
く
、長
和

町
内
の
方
の
扶
養
親
族（
税
法
上
）に

な
って
い
る
方

　
な
お
、町
外
の
方
の
扶
養
親
族
に

　
な
っ
て
い
る
方
は
、町
民
税
・
県
民

　
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

★ 

申
告
書
に
は

　 

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

　
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
は
、申
告
者
ご

本
人
の
ほ
か
、控
除
対
象
配
偶
者
、扶
養
親

族
お
よ
び
事
業
専
従
者
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
申
告
書

を
提
出
す
る
際
に
は
、申
告
者
ご
本
人
の
本

人
確
認
も
行
い
ま
す
の
で
本
人
確
認
書
類
の

提
示
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

控
除
対
象
配
偶
者
、扶
養
親
族
お
よ
び
事

業
専
従
者
な
ど
の
本
人
確
認
の
書
類
は
不

要
で
す
。

【
本
人
確
認
書
類
の
例
】

例
１
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

例
２
　
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
と
運
転
免
許
証
な
ど
が

必
要
で
す
。

※

「
通
知
カ
ー
ド
」は
令
和
２
年
５
月
25
日
に

廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、通
知
カ
ー
ド
に
記

載
さ
れ
た
氏
名
、住
所
な
ど
が
住
民
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
内
容
と一
致
し
て
い
る
場
合
に

限
り
、引
き
続
き
番
号
確
認
書
類
と
し
て
利

用
で
き
ま
す
。

★ 

ご
確
認
く
だ
さ
い

★ 

郵
送
等
に
よ
る

　 

　
　
　
　
　
申
告
が
可
能
で
す

　
町
民
税･

県
民
税
申
告
で
社
会
保
険
料

控
除
の
申
告
を
す
る
際
に
、国
民
健
康
保
険

税
、介
護
保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
納
付
済
額
も
控
除
対
象
と
な
り
、所
得

合
計
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。控
除
対
象
と
な
る
納
付
済
額
を
確
認

す
る
国
保
等
納
付
額
証
明
書
に
つ
い
て
は
、

１
月
末
に
郵
送
し
て
お
り
ま
す
。ご
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
町
民
税・県
民
税
の
申
告
の
み
が
必
要
な

方
で
申
告
相
談
が
不
要
な
方
は
、郵
送
等
に

よ
り
申
告
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

広
報
２
月
号
に
あ
わ
せ
全
戸
配
布
す
る
町

民
税・県
民
税
申
告
書
に
記
入
し
、保
険
料

控
除
等
が
あ
れ
ば
証
明
書
と
一
緒
に
、役
場

ま
た
は
各
支
所
に
３
月
17
日（
月
）ま
で
に
提

出
ま
た
は
郵
送
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。な
お
、後
日
お
問
い
合
わ
せ
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、申
告
書
に
は
電
話
番

号
を
必
ず
お
書
き
く
だ
さ
い
。

○
提
出
先
　
〒
３
８
６-

０
６
０
３

　
長
和
町
古
町
４
２
４
７
番
地
１

　
長
和
町
役
場
住
民
生
活
課
税
務
係
ま
で

★ 
利
用
者
識
別
番
号
が

　 
　
　
　
　
　
必
要
に
な
り
ま
す

　
町
の
申
告
会
場
で
確
定
申
告
を
す
る
場

合
は
、国
税
庁
の
発
行
す
る
利
用
者
識
別
番

号
が
必
要
で
す
。確
定
申
告
を
す
る
方
で
、

ま
だ
取
得
を
し
て
い
な
い
方
は
申
告
会
場
に

★ 

申
告
時
に

　 

　
　
　
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

町
民
税
・
県
民
税
申
告
書

給
与
の
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
賃
金
等
の

支
払
証
明
書
な
ど

公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

★ 

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

給
与
の
年
収
が
２
，
０
０
０
万
円
を
超

え
る
方

給
与
を
１
箇
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
か

つ
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴
収
の

対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
各
種
の

所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を

除
く
。
）
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

給
与
を
２
ヶ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収

入
金
額
と
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
と
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円

を
超
え
る
方

営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な
ど
の
所

得
合
計
金
額
が
各
種
控
除
合
計
額
を
超

え
る
方
お
よ
び
青
色
申
告
の
方

山
林
所
得
、
株
式
所
得
、
配
当
所
得
、

先
物
取
引
所
得
が
あ
る
方

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
方

詳
し
く
は
上
田
税
務
署
（
☎
22-

１
２

３
４
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
次
の
方
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

★ 

上
田
税
務
署
で
確
定
申
告
を

　
　
　
　
　
　 

し
て
い
た
だ
く
方

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
初
年
度
の

方
の
み
）
や
、
雑
損
控
除
の
申
告
が
あ

る
方

土
地
・
家
屋
・
株
式
・
暗
号
資
産
（
仮

想
通
貨
）
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
方

株
式
配
当
所
得
・
先
物
取
引
所
得
等
が

あ
る
方

消
費
税
課
税
事
業
者
の
方

①
、
②
、
③
、
④
に
該
当
す
る
方
は
、

長
和
町
の
申
告
会
場
に
来
ら
れ
て
も
申

告
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
上
田
税
務

署
に
て
確
定
申
告
す
る
場
合
に
は
、
当

日
配
布
ま
た
は
国
税
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア

カ
ウ
ン
ト
か
ら
事
前
に
取
得
し
た
入
場

整
理
券
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
上
田
税
務
署
（
☎
22-

１
２

３
４
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
次
の
方
は
直
接
、
上
田
税
務
署
へ
確
定

申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❶❷❹
㈠㈡※※

❸
①②③

事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
等
の
申
告
を

す
る
方
は
収
支
計
算
表
（
事
前
に
収

入
・
経
費
を
計
算
し
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
）

生
命
保
険
料
・
介
護
医
療
保
険
料
・
個

人
年
金
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の
払
込

証
明
書

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
、
支
払
証
明
書
、
領
収
書
等

医
療
費
控
除
の
明
細
書

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
さ
れ
た
医
療
費

通
知
の
添
付
で
代
用
で
き
ま
す
。
そ
の

場
合
は
交
付
さ
れ
た
医
療
費
通
知
と
11

月
、
12
月
分
等
を
個
人
ご
と
に
病
院
、

薬
局
別
等
に
領
収
書
の
仕
分
け
と
計
算

を
し
た
明
細
書
の
ご
用
意
を
お
願
い
し

ま
す
。

医
療
費
控
除
の
特
例
（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）
の
明
細
書
（
医
療

費
控
除
と
の
選
択
）

（
個
人
ご
と
に
か
か
っ
た
薬
局
、
薬
品

別
に
領
収
書
の
仕
分
け
と
計
算
を
し
た

明
細
書
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
）

障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障
害
者

手
帳
や
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
証
な

どマ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド

ま
た
は
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る

住
民
票

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

利
用
者
識
別
番
号
が
確
認
で
き
る
書
類

（
あ
る
方
）

④⑤⑥⑦※⑧⑨⑩⑪⑫

て
利
用
者
識
別
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
申

告
を
受
け
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①②③④⑤⑥⑦※

①②③④※

※各支所及び公民館での申告相談は行いませんのでご注意ください。
※今年度より、最後の２日間を各地区の予備日とさせていただきます。

3
月

3日

4日

5日

6日

7日

10日

11日

12日

13日

14日

17日

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

（午前）仮宿
（午後）原
（午前）下町、上町
（午後）中組、細尾、経塚、男女倉
（午前）新田、中町
（午後）鍛治足
（午前）橋場
（午後）上組
（午前）上落合、下落合、田中、窪
（午後）堂前、沖、山根
（午前）一本木町営住宅、上立岩町営住宅、古町公営住宅、滝ノ沢
（午後）有坂
（午前）藤見町、五反田、長門牧場
（午後）桜町、道上
（午前）中立岩、上立岩、上宿
（午後）古町学者村、上中町
（午前）北古屋、上町第一、上町第二
（午後）中町第一、中町第二、下町第一、下町第二
（午前）長久保地区
（午後）大門地区
（午前）和田地区
（午後）古町地区

月 日 曜
日

午前の部：８時 30 分 　～　11 時 30 分
午後の部：1 時 30 分 　～     ３時

2
月

17日

18日

19日

20日

21日

25日

26日

27日

28日

月

火

水

木

金

火

水

木

金

（午前）長久保3区
（午後）長久保10区、長久保学者村
（午前）長久保5区、長久保8区
（午後）長久保1区、長久保2区、長久保4区
（午前）長久保6区、長久保7区
（午後）長久保9区、長久保11区
（午前）長久保14区、長久保15区、長久保17区
（午後）長久保12区、長久保13区、長久保16区
（午前）落合、四泊町営住宅、岩井、ふれあいの郷
（午後）宮ノ一、宮ノ二、宮ノ三
（午前）小茂谷、鷹山第一、鷹山第二、美し松
（午後）上ノ一、上ノ二、上ノ七
（午前）上ノ四、上ノ五、上ノ六、入大門公営住宅
（午後）四泊、窪一、窪二、りんどうの郷
（午前）姫木第一、姫木第二、白樺、新屋
（午後）大出、旭ヶ丘
（午前）青原、野々入
（午後）久保、唐沢

申告会場は「長和町役場１階第１会議室」です

朝一番と午後一番は大変混み合います。
時間に余裕をもってお出かけください。

国税庁LINE
公式アカウント



あなたは町民税・県民税の申告が必要ですか？
スタート 令和7年1月1日現在、長和町に住民登録がありますか？

※ 住民登録はないが居住地がある方は「はい」へ
令和7年1月1日現在にお住まいの

税務署へ所得税の申告書を提出しますか？
※ 3ページ「所得税の申告が必要な方」を参考にしてください。

町民税・県民税の申告は不要です

令和6年中に収入がありましたか？
※ 非課税の収入（遺族・障害年金、失業給付金、児童扶養手当など）
　 のみの方は「いいえ」へ

町内に住所がある親族が、あなたを扶養として申告、
もしくは年末調整をしていますか？
※ 町外に住所がある方の扶養親族になっている方は「いいえ」へ

町民税・県民税の
申告は不要です

町民税・県民税の
申告が必要です

収入は公的年金のみでしたか？
※ ほかに非課税の収入のある方も「はい」へ

日本年金機構へ「公的年金等受給者の扶養親族等
申告書」を正しく記載し、提出しましたか？

次に該当する方ですか？
　65歳未満の方
　　…年金収入980,000円以下
　65歳以上の方
　　…年金収入1,480,000円以下

町民税・県民税申告は不要です
ただし、所得控除等（医療費控除など）を
受ける方は申告をしてください。

町民税・県民税申告が必要です
※ 場合によっては、所得税の確定申告をしていただく

こともあります

町民税・県民税申告は不要です
※ 会社から町に給与支払報告書の提出がない

収入は給与のみでしたか？
※ ほかに非課税の収入のある方は「はい」へ
※ 農業・営業・不動産収入がある方は「いいえ」へ

会社で年末調整を受けましたか？

年末調整した会社以外から
の給与はありましたか？

注意１：上の図は申告が必要かどうかの目安としてご利用ください。ここにないケースでも申告が必要な場合があります。
　　　　詳しくは、役場住民生活課税務係（☎75-2063）へお問い合わせください。
注意２：申告が必要な方は必ず期日までに申告書を提出してください。提出がない場合、各種届出・申請に必要な証明書の交付が受けられ
　　　　ません。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険及び介護保険料の算定や医療・福祉・保育等の各種判定において不利益が生
　　　　じる可能性があります。

※ 申告書は各世帯１枚のみの配布となりますので、世帯に複数の申告該当者がいる場合は、住民生活課税務係でご請求していただくか、
　 町ホームページからダウンロードしてください。

はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

4

市町村へ申告してください

方については申告が必要になります。

★ 

お
願
い

申
告
会
場
は
大
変
混
み
合
い
長
時
間
お
待

ち
い
た
だ
く
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
ご
来
庁
く

だ
さ
い
。

事
業
所
得
者
の
方
は
経
費
等
の
仕
訳
・
集

計
を
必
ず
お
願
い
し
ま
す
。

医
療
費
に
つ
き
ま
し
て
は
「
医
療
費
控
除

の
明
細
書
」
の
事
前
提
出
は
不
要
で
す
。

個
人
ご
と
に
か
か
っ
た
病
院
、
薬
局
別
等

に
領
収
書
の
仕
訳
と
集
計
を
済
ま
せ
て
、

役
場
に
て
申
告
す
る
日
に
持
参
を
お
願
い

し
ま
す
。

仕
訳
・
集
計
し
て
い
な
い
場
合
、
ご
自
分

で
集
計
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
申
告
相

談
を
お
受
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申
告
書
や
収
支
内
訳
書
、
医
療
費
控
除
等

の
様
式
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.nta.go.jp/

医
療
費
控
除
の
集
計
の
際
、
医
療
費
通
知

を
使
わ
な
い
場
合
や
通
知
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
11
月
、
12
月
分
等
の
医
療
費
を
集

計
す
る
場
合
に
は
、
国
税
庁
の
「
令
和
６

年
分
確
定
申
告
特
集
」
内
に
あ
り
ま
す

「
医
療
費
集
計
フ
ォ
ー
ム
」
を
利
用
し
た

入
力
が
と
て
も
便
利
で
す
。

令
和
６
年
分
確
定
申
告
特
集

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
shinkoku/tokushu/r04junbi/index.htm

○○○○○○○○


